
健康局研修主任委員会要綱 

 

 

（設置・目的） 

第１条 健康局が実施する現業職員研修をより効果的なものとするため、保健医療を業

務とする健康局研修主任委員会（以下「委員会」という。）を設置し、研修内容等の

基本的な考え方を定めるとともに、研修内容・体制の充実・強化を図る。 

 

（職 務） 

第２条 委員会の業務については、次のとおりとする。 

 (1) 所属研修の把握 

 (2) 所属研修の精査を行い、研修内容等の充実を図る 

(3) 所属研修の企画、立案、調整、実施 

(4) 所属研修とセンター研修（職員人材開発センターが実施する研修）との整合性

を図る 

(5) 所属研修の効果的・効率的運用を図る 

(6) 所属研修の充実を図るための情報の共有化 

(7) 技能職員研修主任委員会へ代表を派遣し、委員会との連携・協力を図る 

 

（構 成） 

第３条 委員会は、それぞれ委員長、副委員長、委員で構成する。 

２ 委員は、健康局長が推薦する現業管理体制における主任及び企画調整担当主任並び

に総務課の職員をもって構成する。 

３ 委員の互選により、健康局長が推薦する現業管理体制における主任及び企画調整担

当主任の委員の中から、委員長１名、副委員長１名をそれぞれ定める。 

４ 委員長は、必要と認めるときは、委員会に運営委員を置くことができる。 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残

任期間とする。 

 

（委員会） 

第５条 委員長は必要に応じて委員を招集し、委員会を開催する。 



２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代理する。 

３ 委員会のもとに業務実態に応じた専門部会を設置することができる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、その意見を聞くことが

できる。 

 

（連絡調整会） 

第６条 委員会の情報交換及び連絡調整を行う「連絡調整会」を設置する。なお、「連

絡調整会」は、必要に応じて開催するものとする。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、総務課に置く。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 24年 4月１日から施行する。 


